
１．件名：「伊方発電所設置変更許可申請（使用済燃料乾式貯蔵施設の設置）の適合性審査

に関する面談」 

 

２．日時：令和２年５月１８日（月） １１時３０分～１１時３５分 

 

３．場所：原子力規制庁 ８階会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

櫻井安全審査官、薩川審査チーム員 

四国電力株式会社： 

 東京支社 担当者２名 

 

５．要旨 

（１）四国電力株式会社から、平成３０年５月２５日に提出された、伊方発電所３号炉の

発電用原子炉設置変更許可申請書（使用済燃料乾式貯蔵施設の設置）について、資料

の提出があった。 

 

（２）原子力規制庁は、今後、資料の確認を行い、引き続き審査を行う旨を伝えた。 

 

６．その他 

 提出資料： 

 ・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （目次） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （４条（地震による損傷）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （５条（津波による損傷）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （６条（外部からの衝撃による損傷の防止）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （７条（発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （８条（火災による損傷の防止）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （９条（溢水による損傷の防止）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵



施設） （１１条（安全避難通路等）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （１２条（安全施設）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （１６条（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （２９条（工場等周辺における直接線等からの防護）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （３０条（放射線からの放射線業務従事者の防護）） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （伊方発電所の発電用原子炉の設置変更（３号原子炉施設の変更）に係る

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号（平和目的）基準への適合につい

て） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （伊方発電所３号炉 原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（経

理的基礎に係る部分に限る）基準への適合について（使用済燃料乾式貯蔵施設） 

補足説明資料） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （伊方発電所３号炉 原子炉設置許可申請書新旧比較表（案）添付五） 

・伊方発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合性について（使用済燃料乾式貯蔵

施設） （変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の整備に関する説明書 （補足説明資料）） 

 

以上 


